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「指定通所介護」重要事項説明書 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供され

るサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象とな

ります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 

 

１．事業者 

（１）法人名           社会福祉法人 幸輝会 

（２）法人所在地       岡山県岡山市中区国府市場９８５－１ 

（３）電話番号         ０８６－２７５―０２２０ 

（４）代表者氏名       理事長 國富 隆夫 

（５）設立年月         昭和４６年１２月１４日 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類     指定通所介護事業所  平成１２年４月１日指定  

      ※当事業所は、以下の加算対象サービスを実施しています。 

         ・入浴加算 

         ・認知症加算 

         ・サービス提供体制加算（Ⅰ） 

         ・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

                   

（２）事業所の目的     要介護状態にある高齢者等に対し、適正な指定通所介護事業を提供す

ることを目的とします。 

（３）事業所名       高島デイサービスセンター 

（４）事業所の所在地   岡山県岡山市中区国府市場９８５－１ 

（５）電話番号        ０８６－２７５－０３０７ 

（６）事業所長（管理者）     氏名    田原 可道 

（７）当事業所の運営方針 その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を

めざし、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用

者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族

の身体的及び精神的負担の軽減を図る為に、必要な日常生活上の世

話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。 

（８）開設年月       平成１２年１０月１日 

（９）利用定員         ３５人  （通常規模型通所介護）  

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 
（岡山県指定 第３３７０１０３３２１号 
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（10）事業所が行っている他の業務 

   ・当事業所では、次の事業もあわせて実施しています。 

【介護予防通所介護】  平成 １８年 ４月 １日    県 ３３７０１０３３２１号 

（１１）その他運営についての留意事項 

   事業所は、従業員の質向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、業務体を 

整備する。 

一 採用時研修 採用後３か月以内 

二 継続研修 年１回 

  ２ 従業員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携帯し、利用者から求められた時は、こ

れを提示するものとする。 

  ３ 事業所の会計とその他の事業の会計は区分することとする。 

  ４ 事業所は、この事業を行うため、従業員、施設設備、備品、会計、その他に関する帳簿を整

備するものとする。 

  ５ この規定に定める事項の他、運営に関する事項は、幸輝会が定めるものとする。 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域  岡山市内 

（２）営業日及び営業時間 

営  業  日  年末年始を除く月～金曜日（祝日を含む） 

受 付 時 間  月～金    ８時３０分～１７時３０分 

サービス提供時間  月～金    ９時００分～１６時３０分 

（３）休館日及び臨時休館 

年末年始は休館させて頂きます。 

悪天候の場合及び職員の研修等で臨時休館させて頂くことがあります。    

 

４．職員の配置状況 

 当事業所では、ご利用者に対して指定通所介護サービス及び指定介護予防通所介護サービス

を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職        種 常勤換算 指定基準 

１． 事業所長（管理者） １ １ 

２． 介 護 職 員 （パート含む） ７ ５ 

３． 生 活 相 談 員  １ １ 

４． 看 護 職 員 １ １ 

５． 機能訓練指導員 １ １ 

（看護職員と機能訓練指導員は兼務）     

 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における  

常勤職員の所定勤務時間数（週 40 時間）で除いた数です。 
        （例）週 20 時間勤務の介護職員が４名いる場合、常勤換算では、 

２名（20 時間×４名÷40 時間＝２名）となります。 
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<主な職種の勤務体制> 

職     種 勤   務   体   制 

１.介 護 職 員  
勤務時間：８：３０～１７：３０ 

☆原則として７名の介護職員が勤務します。 

２.看 護 職 員  
勤務時間：８：３０～１７：３０ 

☆原則として１名の看護職員が勤務します。 

３.生活相談員 
勤務時間：８：３０～１７：３０ 

☆原則として１名の生活相談員が勤務します。 

４.機能訓練指導員 
勤務時間：８：３０～１２：３０ 

☆原則として１名の機能訓練指導員が勤務します。 

 
５．当事業所が提供するサービスと利用料金 
  当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１） 利用料金が介護保険から給付される場合 

（２） 利用料金の全額をご利用者に負担いただく場合 

があります。 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第 4 条参照） 

 以下のサービスについては、利用料金が介護保険から給付されます。 

・加算対象サービスについては利用者ごとの選択制となります。利用するサービスの種類や実施

日、実施内容等については、居宅サービス計画に沿って、事業所と利用者で協議したうえで通所

介護計画に定めます。 

<サービスの概要>   

■共通的サービス 

① 食事（但し、食事の提供にかかる費用は別途お支払いいただきます。） 

・食事の準備、介助を行います。 

・当事業所では、栄養士の立てる献立表により、栄養ならびにご利用者の身体の状況およ

び嗜好を考慮した食事を提供します。 

（食事時間） 

・ 午前１１：４５～１２：３０ 

② 入浴 

・入浴又は清拭を行います。 

排泄 
・ご利用者の排泄の介助を行います。  

③ 送迎サービス 

・ご利用者の希望により、ご自宅玄関前と事業所間の送迎サービスを行います。 
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■加算対象サービス 

  以下のサービスは、介護報酬の加算対象となっております。ご利用の際には、加算額を追加

料金としてご負担いただきます。 

   安心で安全な介護を提供する為、介護職員のうち介護福祉士を規定基準で配置しておりま

す。 

 ＜サービス利用料金（１回あたり）＞（契約書第 6条参照） 

 ☆ 下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給

付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。 

☆ ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったん

お支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払

い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとな

ります。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記

載した「サービス提供証明書」を交付します。 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担

額を変更します。 
☆ ご利用者に提供する食費や喫茶費用等は別途いただきます。（下記（２）参照） 

 
＜サービス利用料金（1 回あたり）＞ 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

通所介護費   

（Ａ） 

６４５単位   

６,５４０円 

７６１単位   

７，７１７円 

８８３単位   

８，９５４円 

１，００３単位  

１，０１７０円 

１，１２４単位  

１，１３９７円 

うち、介護保険から

給付される金額 

（Ｂ） 

５,８８６円（１割） 

５,２３２円（２割） 

４,５７８円（３割） 

６,９４５円（１割）

６,１７４円（２割） 

５,４０１円（３割） 

８,０５９円（１割）

７,１６３円（２割） 

６,２６７円（３割） 

９,１５３円（１割）

８,１３６円（２割） 

７,１１９円（３割） 

１,０２５７円（１割） 

９,１１８円（２割） 

７,９７７円（３割） 

利用者負担額  

（Ａ―Ｂ） 

６５４円（１割） 

１,３０８円（２割） 

１,９６２円（３割） 

７７２円（１割） 

１,５４３円（２割） 

２,３１６円（３割） 

  ８９５円（１割） 

１,７９１円（２割） 

２,６８７円（３割） 

１,０１７円（１割）

２,０３４円（２割） 

３,０５１円（３割） 

１,１４０円（１割） 

２,２７９円（２割） 

３,４２０円（３割） 

※ 上記は、１日７～８時間利用された場合の日額を表示しています。 
月額計算の際には、総単位数から利用料計算するため日額の合算とは１円単位で合わない可

能性があります。  
＜サービス利用料金（1 回あたり）＞ 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

通所介護費   

（Ａ） 

５７２単位   

５，８００円 

６７６単位   

６，８５５円 

７８０単位   

７，９０９円 

８８４単位  

８，９６４円 

９８８単位  

１，００１８円 

うち、介護保険から

給付される金額 

（Ｂ） 

５，２２０円(１割) 

４，６４０円（２割） 

４,０６０円（３割） 

６，１７０円（１割）

５，４８４円（２割） 

４,７９８円（３割） 

７，１１８円（１割）

６，３２７円（２割） 

５,５３６円（３割） 

８，０６８円（１割）

７，１７１円（２割） 

６,２７４円（３割） 

９，０１６円（１割）

８，０１４円（２割） 

７,０１２円（３割） 

利用者負担額  

（Ａ―Ｂ） 

  ５８０円（１割） 

１,１６０円（２割） 

１,７４０円（３割） 

  ６８５円（１割） 

 １,３７１（２割） 

２,０５７円（３割） 

  ７９１円（１割）  

１,５８２円（２割） 

２,３７３円（３割） 

  ８９６円（１割）  

１,７９３円（２割） 

２,６９０円（３割） 

１，００２円（１割）

２,００４円（２割） 

３,００６円（３割） 

※ 上記は、１日６～７時間利用された場合の日額を表示しています。 
月額計算の際には、総単位数から利用料計算するため日額の合算とは１円単位で合わない可

能性があります。 
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＜加算対象サービス＞ 
  ★入浴サービス（利用回数毎に加算） 

入浴サービス 全要介護度共通 

1.サービス利用料金 ５０７円 

2.うち、介護保険から給付される金額 ４５６円（１割）・４０６（２割）・３５５（３割） 

3.サービス利用に係る自己負担額（1-2） ５１円（１割）・１０１円（２割）・１５２円（３割） 

   

★サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 全要介護度共通 

1.サービス利用料金 １８３円 

2.うち、介護保険から給付される金額 １６５円（１割）・１４６円（２割）・１２８円（３割） 

3.サービス利用に係る自己負担額（1-2） １８円（１割）・３６円（２割）・５５円（３割） 

 ※ サービス提供体制加算（Ⅰ）で算定された単位数は区分支給限度基準額の 
算定対象外となっています。 

 

 ★認知症加算 

認知症加算 日常生活自立度Ⅲ以上の方対象 

1.サービス利用料金 ６０８円 

2.うち、介護保険から給付される金額 ５４７円（1割）・４８６円（２割）・４２５円（３割） 

3.サービス利用に係る自己負担額（1-2） ６１円（１割）・１２２円２割）・１８３円（３割） 

 

 ★介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

※ 処遇改善加算は「基本サービス」と「加算対象サービス」利用者負担額合計の 1000
分の 59 相当の料金となっています。 

※ 介護職員処遇改善加算で算定された単位数は区分支給限度基準額の算定対象外と

なっています。 

 

 

■減算対象 

★送迎を行わない場合  

 利用者が自ら通う場合や家族が送迎を行い、事業所が送迎を実施しない場合は減算の 

対象になります。     ▲ ４７単位 
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（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第 5 条、第 6条参照） 
  以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

①食事の提供にかかる費用 

ご利用者に提供する食事の材料費や調理等にかかる費用です。 

料金：1 回あたり５８０円   

②レクリェーション、趣味活動  

ご利用者の希望によりレクリェーションや趣味活動に参加していただくことができます。 

その際、材料代等の実費をご負担いただくことがあります。 

③複写物の交付 

ご利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場

合には実費（1 枚につき１０円）をご負担いただきます。 

④喫 茶 

ご利用者の希望により１回１００円で数種類のメニューより選んでいただけます。 

利用時間内であればいつでもご注文いただけます。 

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあり

ます。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２か月前までにご説明 

します。 

☆前各号に掲げるものの他、通所介護の中で提供されるサービスのうち、日常生活においても通

常必要となるものにかかる費用で、利用者が負担することが適当と認められる費用は実費とな

ります。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書大６条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、サービス利用終了後に、１ヶ月分の請求書をお渡しします。 

○金融機関口座からの自動引落≪手数料法人負担≫ 

中銀カード集金代行サービスによる預金口座引落支払いとなります。 

対象金融機関は国内におけるほぼすべての金融機関（全国の銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、 

農協など）の預金口座からの引落支払いが可能となっております。 

口座振替は、実際にサービスを利用した月の２ヶ月後の１０日及び１１日です。（金融機関による）。

ただし、当該引落日が銀行休日の場合、翌銀行窓口営業日となります。 

※上記お支払い方法以外の支払いをご希望の際にはご相談ください。 

 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第 7 条参照） 

○利用予定日の前に、ご利用者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしく 

は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日まで 

に事業者に申し出ください。 

○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用中止の申し出をされた場合、取消料 

として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご利用者の体調不良等正当な事由 

がある場合は、この限りではありません。 

・利用予定日の前日までに申し出があった場合            無     料    

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希望される期

間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議します。 
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６．サービスにあたっての留意事項 

  利用者は介護サービスの提供を受ける際に、次の事項について留意するものとする。 

  サービスの利用にあたっては、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態

を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。 

 

 

７．緊急時の連絡先 

高島デイサービスセンター     電話番号   ０８６－２７５－０３０７ 

社会福祉法人幸輝会        電話番号   ０８６－２７５－０２２０ 

 

８．事故発生時の対応について 

（１）事故発生時には、利用者の家族、主治医、各関連機関と連携を取りながら速やかな

対応をします。 

（２）利用者の家族、利用者の関係する居宅介護支援事業所、市町村に対して速やかに連

絡等を行います。 
（３）賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 
       （契約書第１２、１３条参照） 
（４）事故発生時の状況を調査分析し、再発防止策を講じるものとします。 
 

９．非常災害対策 

  非常災害対策に備えて、消防計画、風水害、地震等に対する計画を作成し、防火管理者また

は火気・消防等についての責任者を定め、年２回以上定期的に避難、救出その他必要な訓練

を行います。 

 

１０．身体拘束の禁止 

  原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束は行いません。ただし、緊急やむを得な

い理由により拘束せざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族へ十分な説明を行

い、同意を得るとともに、その態様、時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむ

を得ない理由について記録します。 

 

１１．虐待防止のための措置 

  利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め、 

利用者の人権保護、虐待防止等のため責任者を設置する等必要な体制の設備を行うと 

ともに、従業員に対し研修を実施する等の措置を講ずるように努めます。 

 

１２．個人情報保護について 

  従業員は、業務上知り得た入所またはその家族の秘密を保持いたします。また、従業員でなく

なった後においてもこれらの秘密を保持する旨を雇用契約の内容としております。 

 

１３．成年後見制度の活用支援 

  必要に応じ、利用者が成年後見制度を活用することができるよう支援いたします。 
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１４．苦情の受付について（契約書第 20 条参照） 

（１）当事業所における苦情受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付担当者    ［職名］  生活相談員   三島 芳江 

○受付時間   毎週月曜日～金曜日  ８：３０～１７：３０ 

〇連絡先          [電話番号]   ０８６－２７５－０３０７ 

○苦情解決責任者    ［職名］   管理者    田原 可道 

○第三者委員       [評議員] 高山 学   ０８６－２７９－４３１８ 

                 

（2）円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制、手順 
①  担当者は直ちに利用者側と連絡をとり、直接利用者宅に行くなどして事情を聴き、 

苦情の内容の詳細を確認する。 
②  担当者は苦情の内容を管理者に報告し、管理者は担当者を含む全職員を召集、 

苦情処理に向けた検討会議を開催する。 
③  検討会議の結果を基に処理結果をまとめ、管理者は必ず翌日までに具体的な対応を 

指示する。 
④  担当者は利用者宅を訪問し謝罪するとともに、検討結果を説明する。  
⑤  担当者は苦情処理結果記録を台帳に記載、整理する。管理者は再発防止に努めるよう 

全職員に徹底する。 
 

（3）行政機関その他苦情受付機関 

 

岡山市保健福祉局       

事業者指導課 通所事業者係 

   

岡山市北区大供１-１８ KSB 会館 ４階 

電話番号  ０８６－２１２－１０１3 

岡山県 

国民健康保険団体連合会 

岡山市北区桑田町１７－５ 

電話番号  ０８６－２２３－８８１１ 

岡山県社会福祉協議会 

 

岡山市北区南方２－１３－１ 

電話番号  ０８６－２２６－２８２７ 

 

１５．地域包括センターとの連携 

  地域の包括的な支援に向けて、地域包括支援センターとの連携を強化し、求めがあった場合

には地域ケアにも参加します。 
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              同     意     書 

 

（1）私は指定通所介護サービスの提供を受けるに当たり、高島デイサービスセンター 

 

重要事項説明書に基づき担当職員（三島 芳江）より重要事項の説明を受け 

 

同意いたしました。 

 

（2）私は貴事業所との間の秘密保持に関し、サービスの向上を図るためにサービス 

 

担当者会議等において、私及び家族の個人情報を契約期間中に用いることに 

 

同意いたします。  

 

平成   年   月   日 

 

      利用者  住所 

              氏名                              ㊞ 

       

家族   住所 

               氏名                       ㊞ 
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